
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 案内レール 移動するキャリ
ッジと、該キャリッジに とを備
え、前記キャリッジを移動させて シート材を切断する
シート材切断装置において、前記キャリッジ 切り離された紙縁の再噛み込みを防止する
噛込み防止手段を

ことを特徴とするシート材切断
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複写機、プリンタ、ファクシミリ等のＯＡ機器に使用されるシート材切断装置
に関するものであり、主として上部にガイドがなく、被切断シートをフレームの上面にの
せるだけで切断操作が可能なフリーセット構造のシート材切断装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
複写機、プリンタ、ファクシミリ等のＯＡ機器に搭載されているシート材切断装置として
は、切断音が小さいなどの利点から回転円板刃を備えたキャリッジを移動させて切断する
ローラ式シート材切断装置が多く用いられている。この種の切断装置では、切断されたシ
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通紙面を形成する上面板を有する と、該案内レールに沿って
軸支され、円周刃先を交接させた上部円板刃と下部円板刃

前記上面板の上面に置かれた被切断
は

有し、該噛込み防止手段は、前記下部円板刃の切断運動方向前部に前記
上面板の下面から上面に向かって設けられた突起部である



ート材はフリーに落下させて受皿に集積する方法が採られているが、キャリッジを往復し
て走行させシート材を連続切断する際に、前の切断で切り離されたシート材の切断端が浮
き上がるなどして切断部に入り紙縁が再切断されることがある。
【０００３】
これを防ぐために、切断後のシート材の切断端を円板刃が交接する切断点からできるだけ
離れた位置に強制的に排出させる排出構造（例えば、特開平６－１３４６９２号公報や特
開平７－５２０８５号公報記載）が知られ、出願人も先に特願平８－８８９４７号記載の
発明を提案した。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、なお切り離されたシート材の切断端が浮き上がるなどして回転刃やキャリ
ッジに再噛み込みして再切断されると、その切り屑が駆動部などに食い込んで切断不能に
なる場合がる。
【０００５】
とくに上部にガイドがなく被切断シートをフレームの上面にのせるだけで切断操作が可能
なフリーセット構造のローラ式シート材切断装置においては、紙縁が案内レールの上面板
（通紙面）近傍に残るだけで切断部に入り込みやすく、これが再切断されて切り屑が下部
回転刃とキャリッジの間に引き込まれることが多い。通常回転円板刃の径は２０ｍｍφ程
度と小さく回転刃とキャリッジの隙間も狭いので、この切り屑の除去にはピンセットを使
って行わなければならないなど非常に手間が掛かる。
【０００６】
図８は従来の切断装置のキャリッジの形状を示す図である。本図は併せて切り離されたシ
ート材の紙縁が再噛み込みをする状態をも示す図である。実際にはこの状態では切り離さ
れたシート材Ｓの上に、上面板３の上面（通紙面）に供給された次に切断されるシート材
が存在するが説明を容易にするために本図では省略されている。図９はその噛み込む部分
（図８のＣ部）の詳細を示す図である。図示するように、従来の切断装置の下キャリッジ
７の切断運動方向の前部７ａは、案内レール２の上面板３の下面の高さにある（前記特開
平６－１３４６９２号公報、特開平７－５２０８５号公報も同様である）。また従来は、
下キャリッジ７の前部７ａの前縁は被切断シート材をガイドするように斜面７ｂが設けら
れていた（特願平８－８８９４７号）。
【０００７】
このような従来構造のキャリッジの切断装置により、図８に示すように切り離されたシー
ト材ｓが案内レール２の上面板３近傍に残った状態でキャリッジ４を矢印Ｘ方向に走行さ
せて次のシート材を切断すると、前に切断されたシート材Ｓの紙縁Ｓ１が下部キャリッジ
７の斜面７ａに案内されて下部キャリッジ７の上に入り、上円板刃９と下円板刃１０の噛
み込み刃先まで直接達する。これによって、切り離されたシート材が次の被切断シート材
と一緒に再切断されて幅の狭い切り屑が生ずる。この切り屑が図９に示す下部円板刃１０
と案内レール２の上面板３の端部３ａとの隙間Ｇ及び隙間Ｅに巻き込まれる。切断動作の
際に下部円板刃はシート材を巻き込む方向に回転駆動されているので、この切り屑は下部
円板刃と下部キャリッジ７との隙間にも巻き込まれやすく、切り屑がこの狭い隙間に入る
とこれを取り出すことは容易でない。
【０００８】
本発明は、上記問題点を解決するために、たとえ切り離されたシート材がキャリッジの案
内レールの近傍に残っても、少なくも回転刃とキャリッジの間に引き込まれることがない
ようにして、安定した切断が可能なシート材切断装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明のシート材切断装置は、

案内レール 移動するキャリッジと、該キャリッジに
とを備え、前記キャリッジを移動さ
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通紙面を形成する上面板を
有する と、該案内レールに沿って 軸支
され、円周刃先を交接させた上部円板刃と下部円板刃



せて シート材を切断するシート材切断装置において、
前記キャリッジ 切り離された紙縁の再噛み込みを防止する噛込み防止手段を

ことを特徴とするものである。
【００１０】
即ち、本発明のシート材切断装置では、たとえ前の切断で切り離されたシート材がキャリ
ッジの案内レールの通紙面近傍に残っても、キャリッジの切断運動方向前部に噛込み防止
手段が設けられており、この噛込み防止手段が切り離されたシート材の紙縁を排除しなが
らキャリッジが進行するので、切り離されたシート材は再切断されることがない。したが
って従来の切断装置のように切り離されたシート材の再切断による切り屑が切断部に食い
込んで切断不能になるようなことがない。
【００１１】
　簡単な構造で 目的を達成するために、前記噛込み防止手段は下部キャリッジの下部
回転刃の切断運動方向前部に設けられた突起部から構成されることが望ましい。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　以上、本発明の実施の形態を図面により具体的に 。図１は本発明実施形態のシ
ート材切断装置のキャリッジを示す斜視図、図２は本発明のシート材切断装置のキャリッ
ジの側面図、図３は図２のＡ矢視図、図４は図３のＢ部詳細図である。
【００１３】
これらの図において、案内レール２はほぼコ字型の中空断面の棹状をなし、シート材の進
行方向に直交して図示しないフレームに固定されている。案内レール２のコ字型断面の辺
の一部をなす上面板３の上面は被切断シート材の通紙面を形成し、上面板３の上面に被切
断シート材を置くだけで切断操作が可能なフリーセット構造になっている。案内レール２
に沿って移動するキャリッジ４は上キャリッジ６と案内部５を設けた下キャリッジ７とか
ら構成され、上キャリッジ６と下キャリッジ７は前者の下面と後者の上面との間で被切断
シートを通過させる隙間４ａを形成させて尾端の連結部６ａによりー体に接続されている
。下キャリッジ７の案内部５が、図示しない螺旋軸などの駆動手段により駆動されて案内
レール２のコ字型断面の内面を摺動し、キャリッジ４を往復移動させるようになっている
。
【００１４】
上キャリッジ６と下キャリッジ７には、それぞれ上部円板刃９と下部円板刃１０がその円
周刃先を交接させて軸９ａ及び１０ａにより回転自在に軸支されている。上部円板刃９と
丁部円板刃１０は、その刃先が互いに僅かに傾斜してトーイン角が付与され図示しない付
勢手段によって圧接するようにして、それぞれの軸９ａと１０ａとに支持されている。こ
れにより、両円板刃の刃先の交接点２２がシ一卜材の切断点となっている。上部円板刃９
と下部円板刃１０には、それぞれ図示しない回転駆動手段が設けられ、キャリッジ４が走
行するとその刃先が被切断シート材を引き込む方向に強制回転させられるようになってい
る。
【００１５】
下キャリッジ７には、上部円板刃９と下部円板刃１０の交接点より切断運動方向前方に噛
込み防止手段を構成する突起８が設けられている。突起８の頂部８ａは、案内レール２の
上面板３の上面とほぼ同じかやや低くなるようにされている。
【００１６】
以下、図に基づき上記構成の本発明実施形態のシート材切断装置の動作について説明する
。図５は切断により切り離されたシート材Ｓが下に落ちないで案内レールの上面板３（通
紙面）近くに残った状態で次の被切断シート材の切断が進行する状態を説明する図である
。なお、実際はこの切断動作のときは切り離されたシート材Ｓの上側には次の被切断シー
ト材が存在するが説明を容易にするため本図では省略されている。
【００１７】
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前記上面板の上面に置かれた被切断
は 有し、該噛

込み防止手段は、前記下部円板刃の切断運動方向前部に前記上面板の下面から上面に向か
って設けられた突起部である

前記

説明する



図のように前の切断で切り離されたシート材Ｓが残った状態で次の被切断シート材を切断
するためキャリッジ４が矢印Ｘ方向に移動すると、シート材Ｓの紙縁Ｓ１が突起８に当た
って前に切り離されたシート材は切断方向に押しやられる。これによって切り離されたシ
ート材はＸ方向にアコーデオン状に縮められてくしゃくしゃになるが、切断端Ｓ１は上部
円板刃９と下部円板刃１０の交接する切断点２２に達することはないので、従来の切断装
置のように切り離されたシート材の端部が再切断されることはない。したがって再切断に
より生ずる切り屑が切断部に入って切断が不能になるようなことはない。
【００１８】
　以上述べたように、本発明実施形態のシート材切断装置は、円板刃を備えたキャリッジ
の切断運動方向前部に切り離された紙縁の再噛み込みを防止する噛込み防止手段の突起を
設けているので、切り離されたシート材が案内レール近辺に残っても、そのシート材はこ
の噛込み防止手段の突起により切断方向に押しやられて縮むだけで、切り離されたシート
材が再度切断部に食い込むことはない。これにより案内レール近辺に残った切り離された
シート材は不良品になることはあるが、切断された が切断部に食い込んで切断不能
になることはない。したがって、従来の切断装置のように切断部に食い込んだ切り屑を除
くのに長時間を要して稼働率の低下することが防止できる。
【００１９】
　なお、この噛込み防止手段は、本実施例のように角型の突起をキャリッジと一体に成形
したもののみでなく、図６のように ８１を植設してもよく、また図７のように板
材の突起部材８２を固設してもよい。
【００２０】
【発明の効果】
上述のように、本発明のシート材切断装置によれば、案内レール上を移動するキャリッジ
に支持された切断刃物を移動させてシート材を切断するシート材切断装置において、キャ
リッジの切断運動方向の前部に突起などの噛込み防止手段を設けるだけの簡単な構成で、
切り離された紙縁の再噛み込みを防止する効果が極めて大きい。したがって、従来の切断
装置のように切り離されたシート材が再切断されて、その切り屑が切断部に入って切断不
能になるようなことがなく、安定した切断ができて切断装置を装着した機器の稼働率が向
上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施形態のシート材切断装置のキャリッジを示す斜視図である。
【図２】本発明実施形態のシート材切断装置のキャリッジの側面図である。
【図３】図２のＡ矢視図である。
【図４】図３のＢ部詳細図である。
【図５】本発明実施形態のシート材切断装置の切り離されたシート材がキャリッジに押さ
れる状態を説明ずる図である。
【図６】本発明シート材切断装置の噛込み防止手段である突起部の他の実施形態の例を示
す図である。
【図７】本発明シート材切断装置の噛込み防止手段である突起部のさらに他の実施形態の
例を示す図である。
【図８】従来の切断装置の切り離されたシート材がキャリッジに噛み込む状態を説明する
図である。
【図９】図８のＣ部を矢印Ｙ方向から見た詳細図である。
【符号の説明】
２　案内レール
３　上面板
３ａ　ト面板端部
４　キャリッジ
４ａ　隙間
５　案内部
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切り屑

突起ピン



６　上ギャリッジ
６ａ　連結部
７　下キャリッジ
８　突起（噛込み防止手段）
９　上部円板刃
９ａ　上部円板刃軸
１０　下部円板刃
１０ａ　下部円板刃軸
２２　交接点（切断点）
８１　突起（噛込み防止手段）
８２　突起（噛込み防止手段）
Ｓ　シート材
Ｓ１　切り離し端端部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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